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○三鷹まるごと博物館条例 

令和７年12月26日 

条例第31号 

三鷹市は、武蔵野台地の豊かな湧水源に囲まれ、太古の昔から人々が暮らしてき

た長い歴史を持つまちである。このまちに残された歴史、文化、自然等に関する固

有の文化遺産について、市域に点在する文化遺産を全体で一つの博物館として捉え、

総合的に調査し保存・活用するとともに、その成果を市民と共有することは三鷹市

にとって重要であり、市民の学びの向上及び文化の発展を推進する。 

文化遺産が市民に身近な存在となり、市民が三鷹をふるさとと思う気持ちを深め

るとともに、市民との協働や観光振興、コミュニティ創生等の取組に寄与する、三

鷹まるごと博物館を設置するため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、三鷹のまち全体を博物館として捉え、三鷹固有の文化遺産の

調査・研究及び保存・活用を図るとともに、新たな文化遺産を発掘・発見する多

拠点型の活動であり、かつ、これらを支える組織及び機関である三鷹まるごと博

物館について、基本となる事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 文化遺産 三鷹にある有形・無形の文化財に加えて、三鷹に関わりを持つ過

去の人々の生活のあらゆる側面を包摂する、多様な文化や自然に関する事象・

事物をいう。 

(2) 拠点施設 資料の収集・保存、調査・研究、展示、教育普及等の三鷹まるご

と博物館の活動の拠点を担う常設施設をいう。 

(3) 行動する博物館活動 市域に点在する文化遺産を様々な拠点等で展示し、及

び市内を巡回し、多くの市民の元へ届ける活動、文化遺産を自らの足で発見す

る活動並びに文化遺産を過去の静的な出来事としてのみ扱うのではなく、能動
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的な参加と学びにより、現代社会との関係を動的に捉えるための活動をいう。 

（位置等） 

第３条 三鷹まるごと博物館は、市全域を対象とする。 

２ 三鷹まるごと博物館の主たる位置は、三鷹市野崎一丁目１番１号とする。 

３ 三鷹まるごと博物館に拠点施設を置き、拠点施設の名称及び位置は市長が別に

定める。 

（設置及び管理） 

第４条 三鷹まるごと博物館は、市長が設置し、管理する。 

（事業） 

第５条 三鷹まるごと博物館で行う事業は、次のとおりとする。 

(1) 文化遺産に関する資料の収集・保存を行うこと。 

(2) 文化遺産に関する調査・研究を行うこと。 

(3) 文化遺産に関する展示、教育普及及び情報発信を行うこと。 

(4) 文化遺産に関する資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。 

(5) 文化遺産を通じた行動する博物館活動に関すること。 

(6) 文化遺産に関わる市民との協働並びに関係機関及び関係団体との連携に関す

ること。 

(7) 文化遺産に関わる市内の博物館との連携に関すること。 

(8) 文化遺産を通して地域を学び、他の地域及び世界とつながる活動に関するこ

と。 

(9) 三鷹まるごと博物館を構成する諸施設の設置及び管理・維持・保全等に関す

ること。 

(10) その他三鷹まるごと博物館に関すること。 

（職員等） 

第６条 三鷹まるごと博物館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。 

２ 市長は、前項に規定する職員のほか、館長に対して専門的な助言を行うアドバ

イザーを置くことができる。 
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（基本的運営方針） 

第７条 市長は、三鷹まるごと博物館の活動を推進するため、基本的運営方針を別

に定める。 

（運営委員会） 

第８条 市長は、三鷹まるごと博物館の活動を推進するため、三鷹まるごと博物館

運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

２ 運営委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 


